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る
。
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率
が

25
％
と
低
迷
し
、
国
民
に
は
浸
透

し
て
い
な
い
。
利
便
性
の
向
上
に

な
っ
て
い
な
い
と
い
う
▼
一
方
、

マ
イ
ナ
保
険
証
に
す
る
と
医
療
費

抑
制
効
果
が
あ
る
と
い
う
説
が
あ

る
が
根
拠
が
明
白
で
な
い
。
医
療

費
抑
制
の
た
め
の
政
策
自
体
が
大

問
題
だ
が
マ
イ
ナ
保
険
証
は
医
療

機
関
の
入
り
口
で
の
資
格
確
認
の

方
法
を
変
え
た
だ
け
。
医
療
費
抑

制
と
い
う
嘘
の
口
実
で
、
富
士
通

等
、
与
党
に
献
金
す
る
マ
イ
ナ
シ

ス
テ
ム
関
連
企
業
に
７
０
０
億
円

を
我
田
引
水
し
て
い
る
方
が
医
療

費
（
国
民
の
税
金
）
の
無
駄
遣
い

だ
▼
維
新
の
吉
村
大
阪
府
知
事
は

前
回
の
選
挙
で
、
マ
イ
ナ
保
険
証

で
医
療
費
抑
制
と
言
っ
て
い
た
。

立
憲
憎に

く

し
の
短
絡
的
発
想
だ
。
彼

は
３
年
前
に
も
、
コ
ロ
ナ
に
イ
ソ

ジ
ン
が
効き

く
と
鬼
の
首
を
取
っ
た

か
の
よ
う
に
Ｔ
Ｖ
出
演
し
て
い

た
。
医
療
の
専
門
家
か
ら
見
た
ら

馬
鹿
馬
鹿
し
い
▼
維
新
の
進
め
る

大
阪
万
博
は
電
子
チ
ケ
ッ
ト
の
た

め
販
売
不
振
を
招
い
て
い
る
が
、

か
つ
て
の
政
敵
石
破
に
そ
の
販
売

不
振
の
責
任
を
な
す
り
つ
け
て
い

る
。
そ
も
そ
も
維
新
は
何
の
た
め

に
万
博
を
開
催
し
た
い
の
か
？　

観
光
や
カ
ジ
ノ
で
儲
け
る
の
で
は

な
く
、
先
進
国
は
先
端
科
学
技
術

の
研
究
開
発
に
特
化
す
べ
き
で
あ

る
。
弁
護
士
に
し
て
は
思
慮
に
欠

け
て
い
る
▼
ま
た
、
Ｐ
Ｒ
会
社
メ

ル
チ
ュ
と
の
関
係
で
公
選
法
違
反

疑
い
の
兵
庫
県
の
斎
藤
知
事
。
選

挙
は
約
20
億
円
の
県
民
の
税
金
を

使
っ
て
ま
た
や
り
直
し
か
？　

兵

庫
・
大
阪
の
知
事
は
自
己
顕
示
欲

が
強
す
ぎ
る
。
両
府
県
民
に
と
っ

て
良
い
政
治
を
期
待
し
た
い
が
、

彼
ら
で
は
も
う
無
理
だ
。 

（
鼻
）

　

立
憲
民
主
党
が
本

年
１
月
28
日
に
現
行

の
保
険
証
の
復
活
法

案
を
衆
院
に
提
出
、

正
論
を
述
べ
て
い

２０２５年(令和７年)３月５日(毎月３回５・15・25日発行) 第２０９５号（１）

2095
2025年 3月5日

今 　 号 　の　記　事今 　 号 　の　記　事
リーガルコラム
「未成年者の診療契約に関する同意」 ２面

４面研
面
究 歯科定例研より「病気をもった高齢

者が歯科に来たらどうしますか？」

医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算
（医科）電子処方箋未導入でも４月以降も算定可能に ３面

『保険医のための審査、指導『保険医のための審査、指導、、監査対策』監査対策』
学習会と書籍販売のご案内学習会と書籍販売のご案内

来場お申し込み・書籍のご注文は、☎078－393
－1840まで、Zoomは右上の二次元コードから
ご登録ください

確定申告研究会を開催

賃上げ税制の活用を賃上げ税制の活用を

ド
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
し
て
お
け
ば
よ
い

と
す
る
猶
予
措
置
に
つ
い
て
解
説

し
た
（
税
務
署
へ
の
申
請
不
要
）。

ベ
ア
評
価
料
算
定
な
ら

賃
上
げ
税
制
も
確
認
を

　

最
後
に
、
給
与
等
の
総
支
給
額

が
前
年
に
比
べ
て
１
・
５
％
以
上

増
加
し
て
い
る
場
合
、「
賃
上
げ

促
進
税
制
」
の
対
象
と
な
り
、
15

〜
30
％
の
税
額
控
除
が
受
け
ら
れ

る
（
表
）。
昨
今
の
最
低
賃
金
の

引
き
上
げ
や
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
の
新
設
な
ど
で
賃
上
げ
を
行
っ

て
い
る
医
療
機
関
は
、
対
象
と
な

る
か
、
ぜ
ひ
検
討
を
と
呼
び
か
け

た
。

※
税
務
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

・
書
籍
の
ご
注
文
は
、
☎
078
―
393

―
１
８
０
７
ま
で

の
発
症
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。

発
症
ま
で
の
期
間
は
20
〜
50
年
以

上
と
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
被
害

が
あ
き
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
、

震
災
時
の
健
康
被
害
は
今
後
多
数

出
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
い
ま

す
。

　

震
災
当
時
、
解
体
工
事
現
場
で

働
い
て
い
た
人
に
限
ら
ず
、
住
民

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
な
ど
、

被
災
地
に
い
た
人
は
皆
、
ア
ス
ベ

ス
ト
に
曝
露
し
て
い
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
が
、
リ
ス
ク
は
あ
ま
り

認
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

院
内
に
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
て

い
た
だ
き
、
被
災
地
に
い
た
こ
と

の
あ
る
患
者
さ
ん
に
、
ア
ス
ベ
ス

ト
リ
ス
ク
に
つ
い
て
意
識
し
、
検

診
を
呼
び
か
け
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

※
ポ
ス
タ
ー
の
追
加
注
文
は
、
☎

078
―
393
―
１
８
０
７
ま
で

さ
れ
ま
し
た
。
粉
じ
ん
に
混
じ
っ

て
多
量
の
ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）

が
飛
散
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
建
物

に
は
特
に
発
が
ん
性
の
強
い
ア
ス

ベ
ス
ト
も
高
濃
度
に
使
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
ア
ス
ベ
ス
ト
を
吸
い

込
む
と
、
肺
が
ん
や
中
皮
腫
な
ど

　

環
境
・
公
害
対
策
部
は
、
震
災

時
の
ア
ス
ベ
ス
ト
曝
露
に
よ
る
リ

ス
ク
喚
起
と
肺
が
ん
検
診
受
診
を

呼
び
か
け
る
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し

ま
し
た
。
今
号
に
同
封
し
て
お
り

ま
す
。

　

30
年
前
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災

当
時
、
建
物
が
多
数
倒
壊
し
解
体

　

税
経
部
は
２
月
16
日
に
協
会
会
議
室
で
「
青
色
（
白
色
）
確
定
申

告
研
究
会
」
を
開
催
。
協
会
税
務
講
師
団
の
松
田
力
税
理
士
が
講
師

を
務
め
、
会
員
ら
12
人
が
参
加
し
た
。
松
田
税
理
士
は
確
定
申
告
書

作
成
に
向
け
て
の
基
本
的
な
知
識
と
と
も
に
、
今
年
度
に
対
応
が
必

要
と
な
る
定
額
減
税
等
の
注
意
点
を
保
団
連
発
行
の
書
籍
『
保
険
医

の
経
営
と
税
務　

２
０
２
５
年
版
』（
左
）
を
用
い
な
が
ら
、
わ
か

り
や
す
く
解
説
。
加
え
て
、
消
費
税
や
電
子
帳
簿
保
存
法
、「
賃
上

げ
促
進
税
制
」
な
ど
へ
の
対
応
に
つ
い
て
も
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
。

振
込
通
知
書
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
取

得
す
る
こ
と
と
な
る
が
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
可
能
期
間
が
３
カ
月
し
か
な

く
、
期
間
を
過
ぎ
る
と
再
発
行

（
紙
媒
体
）
に
時
間
を
要
す
る
た

め
、
こ
ま
め
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す

る
よ
う
注
意
喚
起
し
た
。

メ
ー
ル
や
Ｐ
Ｄ
Ｆ
の

請
求
書
の
保
存
方
法

　

近
年
の
税
を
め
ぐ
る
情
勢
と
し

て
、
電
子
帳
簿
保
存
法
に
つ
い
て

も
解
説
。
同
法
の
改
正
に
よ
り
２

０
２
４
年
１
月
か
ら
は
、
メ
ー
ル

や
Ｐ
Ｄ
Ｆ
な
ど
デ
ー
タ
で
入
手
し

た
請
求
書
は
「
電
子
取
引
の
取
引

情
報
」
と
し
て
原
則
デ
ー
タ
で
の

保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
デ
ー
タ
の
検
索
機
能

の
確
保
な
ど
煩
雑
な
処
理
も
多

く
、
対
応
が
難
し
い
場
合
に
は

「
相
当
の
理
由
」
が
あ
る
と
し
て

税
務
調
査
で
書
類
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー

日　時  ３月15日（土）15時～
会　場　協会５階会議室（Zoom併用）
講　師　①協会審査対策部長 宮武 博明先生
　　　　② 神戸花くま法律事務所
 弁護士　野田 倫子先生
テキスト 『保険医のための審査、指導、監査対

策【第５版】』
参加費　 4,000円（テキスト代と
　　　　して。不要の場合は無料）

2025年 給与等総支給額 12,000,000円…①
2024年 給与等総支給額 10,000,000円…②
増加額①－② 2,000,000円…③
増加割合　③÷②＝0.2（20％）…④

2.5％≧④≧1.5％の場合、増加額③の15％
を税額控除
④≧2.5％の場合、増加額③の30％を税額
控除
　例の場合、20％増加しているため増加額
③の30％＝600,000円の税額控除となる。
（調整前事業所得税額の20％を限度）

　なお、上記の他にも教育訓練費を増加さ
せた場合の上乗せあり

「保険でより良い歯科医療を「保険でより良い歯科医療を
 求める」署名にご協力を！ 求める」署名にご協力を！

「保険でより良い歯科医療を」兵庫連絡会　市民学習会「保険でより良い歯科医療を」兵庫連絡会　市民学習会

子どもの貧困と健康・医療子どもの貧困と健康・医療
～特に“ひとり親世帯”の
 現状と施策について～

日　時　４月13日（日）14時～16時30分
会　場　協会５階会議室（オンライン併用）
講　師　 法政大学大原社会問題研究

所教授　藤原 千沙先生
歯科分野の話題提供「『歯科酷書』から
考える“人権としての歯科医療”」
冨澤洪基氏（尼崎医療生
活協同組合生協歯科/連絡
会共同代表）

※署名用紙や署名付きポケットティッ
シュなどグッズのご注文は、☎078－
393－1809まで

来場お申し込みは、☎078－393－1809
まで。オンライン申込は右上から

『保険医の経営と税務
 2025年版』

会
員
頒
価 
１
０
０
０
円

「賃上げ促進税制」のイメージ（例）

　確定申告と日常業務の双
方に対応し、承継・閉院、
スタッフの税務と給与など
も解説

〝震災でアスベスト
 吸い込んでいませんか？〟

ポスターが完成ポスターが完成

本号に同封しているポスター

待
合
室
・
診
察
室
で
掲
示
し
て
く
だ
さ
い

◀
オ
ン
ラ
イ
ン
署
名
は

こ
ち
ら
か
ら　
　

松田税理士（左上）が申告のポイントや
税制改定への対応について解説　　　　

社
保
・
国
保
の
通
知
書

早
め
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を

　

松
田
税
理
士
は
、
減
価
償
却

や
租
税
特
別
措
置
法
26
条
の
経

費
計
算
等
、
医
療
機
関
の
申
告

に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
知
識

の
ほ
か
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
や
自

費
診
療
な
ど
課
税
売
上
高
が
１

０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
に

は
、
２
年
後
に
課
税
事
業
者
と

な
る
と
解
説
。

　

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の

場
合
、
社
保
・
国
保
の
当
座
口
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リーガル
コラム
vol.10

未成年者の診療契約に
関する同意　　　　　

Ｑ１　中学１年生（13歳）の男の子
が、部活動中に右足を捻挫したとし
て、学校の先生と病院に来ました。
診療して問題ないでしょうか。
Ｑ２　高校１年生（16歳）の女の子
が１人で歯科医院に来ました。抜歯
して問題ないでしょうか。

Ａ　患者が未成年者である場合、法
的な観点から特に二つの点に注意を
要します。
　①一つ目は未成年者による契約は
取り消されうるという点、②二つ目
は医療行為に対する同意としての有
効性という点です。一言で言えば、
①前者は診療報酬に関する問題であ
り、②後者は治療行為の正当性の問
題です。
　すなわち、①について、民法上、
未成年者は契約を締結すること自体
はできますが、親権者の同意がない
場合、親権者はその契約を取り消す
ことができることになります。その
ため、医療機関としては、後に取り
消される可能性がある不安定な契約
を締結することになります。受け取
っていた診療報酬も返金しなくては
ならなくなるリスクがあることにな
ります。未成年者と親権者の同意な
く契約をする場合、このリスクを理
解しておきましょう。
　ただ、診療契約が取り消される可
能性があることを了解したうえであ
れば、契約自体は可能です。診療報
酬の金額が少額である場合には、こ
のリスクを踏まえつつも、診療契約
を結ぶことも十分にあり得るでしょ
う。とはいえ、リスクをなくすため
に、可能な限り、親権者に電話して
口頭で同意を得て、その旨をカルテ
に明記するべきでしょう。
　次に、②について、医療機関が医
療行為を行うに当たっては、その内
容やリスクを説明して同意を得る必
要があります。本人に必要な検査や
治療行為などの医療情報の提供、リ
スクや処方薬の副作用など、本人の
ために行われる診療行為の場合に

は、親権者（親権者がいない場合に
は、未成年後見人）に対して説明
し、親権者から診療の方針について
の同意を得て当該行為を行うことが
原則です。
　ただ、この同意については身体に
関する自己決定権の問題でもあり、
本人の行為能力が認められる場合に
は本人の同意も有効と評価できま
す。そのため、未成年であっても、
15歳を超えていれば本人の意思が尊
重されるべきであり、有効な同意と
評価できるでしょう。ただ、その場
合でも親権者は監護権も有していま
すので、説明をしてその同意を得て
カルテに記載しておくのが無難でし
ょう。
Ｑ１については、まだ13歳ですの
で、原則として親権者に電話で連絡
して同意を得てカルテに記載すべき
でしょう。ただ、捻挫に対して応急
処置をする程度で、他の方法やリス
クがほとんど想定できない場合に
は、診療契約が取り消されるリスク
を了解した上で、本人に対して治療
内容を説明し、処置を行うこともあ
りうるでしょう（特に再診の場合）。
Ｑ２については、16歳ではあるの
で、治療行為の内容やリスク等を説
明すれば治療行為の同意としては有
効とされるでしょう。ただ、抜歯を
するというものであり、麻酔も必要
になりますので、そのリスクを考え
ると、本人のみならず、監護者たる
親権者にも説明して同意を得ておく
ことが無難でしょう。また、親権者
の同意がなければ、診療契約を締結
しても取り消される可能性があり、
費用が高額になるような場合は、や
はり親権者の同意を得ておくべきで
しょう。
　このように患者の年齢、治療行為
の選択肢や内容、そのリスク、診療
報酬の金額などを考慮しつつ、ケー
スバイケースで対応していくことが
必要です。
【中央区・六甲法律事務所　弁護士

松田　昌明】

◇
出
席

22
人

◇
報
告
・
確
認
事
項　

第
１
０
５

回
評
議
員
会
（
５
／
18
、
特
別
講

演
「『
台
湾
有
事
』
を
起
こ
さ
せ

な
い
た
め
に
（
仮
）」
講
師
：
前

泊
博
盛
沖
縄
国
際
大
学
教
授
）
が

確
認
さ
れ
た
。

◇
情
勢　

立
憲
民
主
党
は
従
来
の

保
険
証
を
復
活
さ
せ
、
マ
イ
ナ
保

険
証
と
の
併
用
を
認
め
る
べ
き
と

す
る
法
案
を
衆
院
に
提
出
し
た
。

◇
医
療
運
動
対
策　

協
議
事
項
①

「
高
額
療
養
費
制
度
改
悪
に
対
す

る
抗
議
文
」
が
了
承
さ
れ
た
。
②

ラ
ジ
オ
番
組
「
聴
く
医
療
！
」
の

出
演
状
況
、
③
物
価
高
騰
対
策
一

時
支
援
金
申
請
方
法
の
周
知
等
が

了
承
さ
れ
た
。

◇
医
療
活
動
報
告　

①
「
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
評
価
料
」
届
出
様
式
簡
素

化
、
②
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
体
制
整
備

加
算
見
直
し
が
報
告
さ
れ
た
。

◇
九
条
の
会
・
兵
庫
県
医
師
の
会

企
画
「
戦
雲
―
い
く
さ
ふ
む
」
上

映
＆
三
上
智
恵
監
督
ト
ー
ク
企
画

（
２
／
９
）
へ
の
参
加
が
呼
び
か

け
ら
れ
た
。

◇
環
境
・
公
害
対
策
部　

協
議
事

項
と
し
て
、
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
の
環
境
基

準
見
送
り
に
抗
議
す
る
声
明
が
了

承
さ
れ
た
。
報
告
事
項
と
し
て
、

第
７
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
案

へ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
部

長
名
で
提
出
し
た
こ
と
が
了
承
さ

れ
た
。

◇
国
際
部　

協
議
事
項
、
日
本
政

府
宛
て
「
パ
レ
ス
チ
ナ
の
医
療
に

つ
い
て
の
要
望
」
を
理
事
会
名
で

提
出
す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。

報
告
事
項
「
ガ
ザ
医
療
従
事
者
解

放
を
求
め
る
緊
急
集
会
」
を
開
催

（
１
／
23
）
し
、
北
海
道
、
東

京
、
京
都
、
大
阪
な
ど
か
ら
約
２

０
０
人
が
オ
ン
ラ
イ
ン
を
通
じ
て

参
加
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

（
２
月
８
日　

理
事
会
よ
り
）

感 想 文

感 想 文

積
極
的
に

再
審
査
請
求
を
し
て
み
よ
う

高
齢
化
社
会
で
の
住
宅
改
修
を

改
め
て
考
え
る

北
摂
・
丹
波
支
部　

医
科
会
員
懇
談
会

北
摂
・
丹
波
支
部　

医
科
会
員
懇
談
会

尼
崎
支
部　

医
療
と
福
祉
を
考
え
る
会

尼
崎
支
部　

医
療
と
福
祉
を
考
え
る
会

　

北
摂
・
丹
波
支
部
は
２
月
１

日
、
三
田
市
・
キ
ッ
ピ
ー
モ
ー
ル

講
座
室
で
医
科
会
員
懇
談
会
「
保

険
請
求
の
留
意
点
と
審
査
の
現

状
」
を
開
催
。
宮
武
博
明
副
理
事

長
と
協
会
事
務
局
を
講
師
に
14
人

が
参
加
し
た
。
参
加
し
た
前
橋
内

科
循
環
器
科
医
院
職
員
の
辻
尾
麻

里
氏
の
感
想
を
紹
介
す
る
。

　

尼
崎
支
部
は
１
月
23
日
、
尼
崎
市
医
師
会
館
で
第
１
０
６
回
医
療

と
福
祉
を
考
え
る
会
を
、
医
療
と
介
護
の
勉
強
会
ｉ
―
ｋ
ａ
ｉ
と
共

同
開
催
し
た
。「
介
護
さ
れ
る
人
・
介
護
す
る
人
が
主
人
公
の
住
宅

改
修
」
を
テ
ー
マ
に
、
坂
根
弘
子
氏
（
住
宅
改
修
ひ
と
が
し
ゅ
、
一

級
建
築
士
）
が
講
演
し
、
会
員
・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
・
介
護
施
設
職

員
ら
12
人
が
参
加
し
た
。
参
加
し
た
支
援
セ
ン
タ
ー
つ
く
し
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
の
西
山
さ
と
み
氏
の
感
想
を
紹
介
す
る
。

　

講
師
の
先
生
の
気
さ
く
な
雰
囲

気
と
わ
か
り
や
す
い
説
明
で
楽
し

く
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

私
は
診
療
所
に
勤
務
し
て
20
年

に
な
り
ま
す
が
、
普
段
か
ら
よ
く

算
定
し
て
い
る
管
理
料
な
ど
で
も

さ
れ
た
「
介
護
さ
れ
る
人
・
介
護

す
る
人
が
主
人
公
の
住
宅
改
修
」

は
今
後
の
高
齢
化
社
会
を
ど
う
よ

り
よ
く
過
ご
す
か
と
い
う
指
針
に

な
り
、
非
常
に
重
要
な
論
点
に
な

る
と
考
え
た
。

　

現
在
兵
庫
県
の
65
歳
以
上
の
人

口
は
１
６
０
万
９
０
０
０
人
で
あ

り
、
高
齢
化
率
は
30
・
０
％
と
な

っ
て
お
り
（
内
閣
府
２
０
２
４
年

版
高
齢
化
の
状
況
参
照
）、
今
後

も
増
加
傾
向
に
あ
る
。
今
回
開
催

併
算
が
で
き
る
か
、
ま
た
レ
セ
プ

ト
の
コ
メ
ン
ト
が
ど
こ
ま
で
必
要

か
な
ど
迷
う
こ
と
が
た
び
た
び
あ

り
ま
す
。

　

今
回
の
懇
談
会
で
は
今
ま
で
分

か
り
に
く
か
っ
た
要
件
の
ポ
イ
ン

ト
が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
分
か
り
や

す
く
、
す
ぐ
に
役
立
て
ら
れ
る
な

ぁ
と
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

　

最
近
で
は
、
生
活
習
慣
病
で
通

院
し
て
い
る
患
者
さ
ん
が
コ
ロ
ナ

や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
疑
い
で
来

院
さ
れ
検
査
を
し
た
場
合
な
ど
、

出
来
高
で
計
算
す
る
の
か
ど
う
か

な
ど
で
迷
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
懇

談
会
に
出
席
さ
れ
て
い
た
先
生
の

お
話
が
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し

た
。
先
生
の
お
話
で
は
月
毎
に
診

察
に
来
て
も
ら
う
こ
と
な
ど
、
普

段
よ
り
き
ち
ん
と
説
明
を
さ
れ
て

い
て
、
患
者
さ
ん
も
そ
れ
に
慣
れ

て
お
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
一
定
の

金
額
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
安
心

し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
お
話
で
し

た
。

　

患
者
さ
ん
か
ら
の
信
頼
を
得
る

こ
と
で
、
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
は

分
か
り
に
く
い
算
定
方
法
も
納
得

し
て
も
ら
え
る
の
だ
な
と
感
じ
ま

し
た
。
こ
の
た
め
に
は
普
段
か
ら

算
定
の
要
件
を
正
し
く
理
解
し
、

わ
か
り
や
す
く
説
明
で
き
る
よ
う

に
な
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
審
査
に
お
い
て
は
Ａ
Ｉ

先
生
も
す
す
め
て
お
ら
れ
ま
し
た

の
で
積
極
的
に
再
審
査
請
求
を
し

て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

に
よ
る
振
り
分
け
の
対
策
と

し
て
単
純
な
間
違
い
を
防
ぐ

こ
と
が
大
切
だ
と
痛
感
し
ま

し
た
。
そ
の
た
め
レ
セ
コ
ン

で
頻
回
に
使
用
す
る
コ
メ
ン

ト
の
登
録
や
、
自
動
入
力
な

ど
の
機
能
を
セ
ッ
ト
し
て
お

き
、
単
純
な
入
力
漏
れ
な
ど

を
防
ぐ
よ
う
に
普
段
か
ら
整

備
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
減
点
さ
れ
た
場
合

も
再
審
査
請
求
し
た
３
割
の

レ
セ
プ
ト
が
復
活
す
る
と
聞

い
て
驚
き
ま
し
た
。
講
師
の

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
三
田
市
・
前
橋
内
科
循
環
器
科

医
院
・
職
員

辻
尾　

麻
里
】

　

私
の
経
営
す
る
事
業
所
で
も
住

宅
改
修
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
さ
れ
る

ご
利
用
者
様
は
多
く
、
そ
の
要
望

は
様
々
で
あ
る
。
今
回
講
師
を
し

て
く
だ
さ
っ
た
住
宅
改
修
ひ
と
が

し
ゅ
様
に
は
改
修
の
依
頼
を
す
る

機
会
が
多
い
。
そ
の
理
由
と
し
て

は
ご
利
用
者
様
に
寄
り
添
っ
た
住

生
方
の
住
宅
改
修
費
の
増
額
の
提

案
は
介
護
事
業
者
に
と
っ
て
希
望

で
あ
る
。
介
護
支
援
専
門
員
・
福

祉
用
具
レ
ン
タ
ル
改
修
事
業
所
・

医
療
の
面
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
ご
利

用
者
様
を
支
え
る
こ
と
で
よ
り
良

い
生
活
が
送
れ
る
と
考
え
る
。
例

宅
改
修
を
行
っ
て
い
た
だ
け

る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
経
営

す
る
事
業
所
で
も
も
っ
と
寄

り
添
え
る
サ
ー
ビ
ス
向
上
、

ま
た
住
宅
改
修
に
つ
い
て
ど

こ
ま
で
で
き
る
の
か
と
い
う

知
識
を
深
め
る
た
め
、
さ
ら

に
お
互
い
の
事
業
所
で
理
解

が
深
ま
り
相
乗
効
果
と
な
る

こ
と
を
目
的
と
し
参
加
し

た
。

　

今
回
の
講
義
に
参
加
し

て
、
住
宅
改
修
を
行
う
に
あ

た
り
、「
で
き
る
幅
」
を
増

や
す
に
は
資
金
が
必
要
で
あ

り
、
参
加
さ
れ
た
医
師
の
先

え
ば
ご
利
用
者
様
の
要
望
に
対
し

て
わ
れ
わ
れ
だ
け
で
な
く
医
療
関

係
者
の
提
案
も
あ
れ
ば
、
新
し
い

気
づ
き
が
発
見
で
き
、
共
有
で
き

れ
ば
今
後
お
互
い
の
発
展
に
も
繋

が
り
高
齢
社
会
に
も
明
る
い
未
来

が
望
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

保
険
医
協
会
の
研
修
会
に
初
め

て
の
参
加
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

こ
と
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

【
尼
崎
市
・
支
援
セ
ン
タ
ー
つ
く
し
・

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

西
山
さ
と
み
】

宮
武
先
生
が
算
定
の
留
意
点
や
ポ
イ
ン
ト
を

分
か
り
や
す
く
紹
介　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
用
者
の
状
態
に
合
わ
せ
た
住
宅
改
修
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
語
る
坂
根
氏（
右
奥
）

会
員
訃
報

ご
冥
福
を
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す

後
藤　

淳
郎
先
生

加
古
郡　

内
・
小
・
胃
腸
科

１
月
５
日　

享
年
87
歳

※法律に関する具体的なご相談は、協会の個別相談制度（１時間5000円、
医経研会員は年２回まで無料）をご利用いただけます。お問い合わせは、
☎078－393－1807まで



兵 庫 保 険 医 新 聞 (昭和43年６月12日第三種郵便物認可)２０２５年(令和７年)３月５日(毎月３回５・15・25日発行)（３） 第２０９５号

ご不明な点は協会事務局、☎078－393－1803まで
（受付時間10時～12時／14時～16時）

来場参加は、☎078－393－1807まで

医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算（医科）

※ ２月20日に送信したFAXニュースで、現行のDX加算３のマイナ保険証利用
率を誤って「５％」と記載しておりました。正しくは「10％」です。お詫び
してご訂正申し上げます。

員員 稿稿
会 投

員員 稿稿
会 投

　

朝
、
新
聞
を
読
む
前
に
折
り
込

み
の
広
告
を
見
る
。

　

マ
ン
シ
ョ
ン
と
塾
と
ブ
ラ
ン
ド

品
買
い
ま
す
の
広
告
は
見
る
こ
と

が
な
く
、
保
管
場
所
に
移
動
し
て

し
ま
う
。

　

広
告
の
中
で
感
心
す
る
の
は
い

ず
れ
も
食
品
関
係
の
広
告
で
あ

る
。
両
面
に
た
く
さ
ん
の
広
告
が

び
っ
し
り
並
ん
で
い
る
。
四
桁
の

商
品
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
安
い
も

の
は
50
円
以
下
の
も
の
も
あ
る
。

両
面
を
合
わ
せ
る
と
、
１
０
０
以

上
２
０
０
点
未
満
の
商
品
が
隙
間

な
く
詰
ま
っ
て
い
る
。
今
は
２
０

０
点
以
上
の
広
告
も
出
て
き
た
。

レ
イ
ア
ウ
ト
を
考
え
る
方
は
凄
い

し
、
商
品
を
分
別
す
る
方
の
仕
事

は
神
業
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

例
え
ば
、
先
日
、
サ
ツ
マ
イ
モ

の
広
告
が
あ
っ
た
。
１
１
８
円
の

値
段
か
ら
15
種
に
分
け
て
記
載
さ

れ
て
い
る
。
商
品
を
分
別
す
る
方

は
、
さ
ぞ
ベ
テ
ラ
ン
の
方
だ
な
と

感
心
し
て
し
ま
う
。
分
別
で
き
に

く
い
も
の
は
、
境
界
域
の
も
の
で

あ
る
。
こ
の
判
断
を
瞬
間
で
決
め

る
の
は
私
で
は
不
可
能
だ
と
思
っ

て
し
ま
う
。

　

訪
問
診
療
の
時
、
こ
の
こ
と
が

話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ

の
時
は
生
き
生
き
と
し
た
表
情
に

な
り
、
隠
さ
れ
た
宝
物
を
発
見
さ

れ
た
か
の
よ
う
な
表
情
に
な
っ
て

お
ら
れ
た
方
が
い
た
。
１
円
安
い

か
ら
と
い
っ
て
遠
く
ま
で
行
く

と
、
下
駄
の
チ
ビ
代
の
方
が
高
く

つ
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た

が
、
せ
っ
か
く
生
き
生
き
と
し
た

表
情
を
見
せ
て
お
ら
れ
る
の
で
、

水
を
差
し
て
は
い
け
な
い
と
思

い
、
言
う
の
を
止
め
た
。

　

「
目
的
の
物
が
見
つ
か
っ
た
時

は
嬉
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
、

私
も
一
緒
に
探
し
た
気
分
に
な

り
、
相
槌
を
打
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
話
は
患
者
さ
ん
の

体
に
、
シ
フ
ネ
ス
の
言
う
プ
ラ
ス

の
回
路
が
で
き
、
訪
問
診
療
は
成

功
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
嬉
し
い
。

皆
さ
ん
面
白
い
凄
い
体
験
を
お
持

ち
で
あ
る
。
黙
っ
て
聴
か
せ
て
い

た
だ
い
た
。

　

世
の
中
に
は
と
ん
で
も
な
い
こ

と
を
「
苦
も
な
く
」
で
き
る
人
が

大
勢
お
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
方
々

を
毎
日
眺
め
て
感
心
し
尊
敬
し
て

い
る
。
私
で
は
到
底
で
き
な
い
な

と
考
え
て
い
る
。

　

２
０
１
５
年
６
月
25
日
の
自
民

党
の
勉
強
会
で
の
自
民
党
議
員
の

沖
縄
の
世
論
を
「
ゆ
が
ん
で
い

る
」
と
し
て
「
正
し
い
方
向
に
持

っ
て
行
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
か
？
」
と
い
う
質
問
に
、
百
田

尚
樹
氏
は
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
と
琉

球
新
報
は
、
絶
対
つ
ぶ
さ
な
あ
か

ん
」
と
発
言
さ
れ
ま
し
た
。

10
法
案
を
束
ね
た
安
保
法
案
を

批
判
す
る
報
道
に
対
し
、
大
西
英

男
衆
院
議
員
（
東
京
16
区
）
は

「
マ
ス
コ
ミ
を
懲
ら
し
め
る
に

は
、
広
告
料
収
入
が
な
く
な
る
の

が
一
番
。
日
本
を
過

あ
や
ま
つ
企
業
に
広

告
料
を
支
払
う
な
ん
て
と
ん
で
も

な
い
。
経
団
連
な
ど
に
働
き
か
け

し
て
ほ
し
い
」
と
攻
撃
。
こ
の
自

身
の
発
言
に
つ
い
て
後
日
「
懲
ら

し
め
よ
う
と
い
う
気
は
あ
る
ん
で

す
よ
」「
問
題
が
あ
っ
た
と
は
思

わ
な
い
」
と
居
直
り
ま
し
た
。

　

他
の
議
員
も
「
悪
影
響
を
与
え

て
い
る
番
組
を
発
表
し
、
そ
の
ス

ポ
ン
サ
ー
を
列
挙
す
れ
ば
い
い
」

と
発
言
し
ま
し
た
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す

が
、
日
本
国
憲
法
21
条
１
項
は

「
集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版

そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、

こ
れ
を
保
障
す
る
」
と
し
、
２
項

で
は
「
検
閲
は
、
こ
れ
を
し
て
は

な
ら
な
い
〜
略
〜
」
と
し
て
い
ま

す
。
表
現
の
自
由
は
民
主
主
義
の

根
本
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
表
現

の
自
由
な
き
民
主
主
義
な
ど
あ
り

え
ま
せ
ん
。
香
港
が
そ
の
実
例
で

す
。
な
か
で
も
、「
報
道
の
自

由
」
は
、
国
民
が
国
政
を
知
り
、

適
切
な
意
見
表
明
を
し
、
選
挙
で

審
判
を
下
す
た
め
に
非
常
に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　

こ
の
件
の
悪
質
な
の
は
、
実
際

に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
さ
れ
な
く

て
も
、
権
力
を
持
っ
た
人
間
が

「
オ
レ
は
や
る
ぜ
」
と
示
威
す
る

だ
け
で
、
マ
ス
コ
ミ
の
萎
縮
効
果

が
絶
大
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

暴
力
団
幹
部
に
「
夜
道
は
気
を
つ

け
な
！　

冗
談
だ
け
ど
」
と
言
わ

れ
た
ら
怖
い
の
と
、
一
緒
で
す
。

　

そ
れ
が
、
今
回
現
実
の
も
の
と

な
り
ま
し
た
。
フ
ジ
テ
レ
ビ
の
Ｃ

Ｍ
差
し
替
え
企
業
が
１
０
４
社
に

の
ぼ
り
ま
し
た
。
経
団
連
の
錚そ

う

々そ
う

た
る
企
業
で
す
。
４
大
民
間
Ｔ
Ｖ

メ
デ
ィ
ア
で
さ
え
、
潰
そ
う
と
思

え
ば
潰
せ
る
の
か
！　

フ
ジ
テ
レ

ビ
は
一
体
ど
ん
な
地
雷
を
踏
ん
だ

の
か
？　

そ
れ
が
全
く
報
道
さ
れ

な
い
こ
と
が
、
恐
ろ
し
い
で
す
。

　

ま
る
で
生
贄
！　

マ
ス
コ
ミ
へ

の
見
せ
し
め
で
す
。

　

「
文
春
に
リ
ー
ク
し
た
の
は
一

体
誰
な
の
か
？
」「
経
団
連
に
働

き
か
け
た
の
は
一
体
誰
な
の

か
？
」「
自
民
党
内
で
何
が
話
し

合
わ
れ
た
結
果
な
の
か
？
」「
財

務
省
・
総
務
省
は
ど
う
動
い
た
の

か
？
」

10
時
間
以
上
記
者
会
見
し
よ
う

が
、
連
日
連
夜
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
で

取
り
上
げ
よ
う
が
、
全
て
の
メ
デ

ィ
ア
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
触
れ

る
こ
と
さ
え
で
き
ま
せ
ん
。

24
年
12
月
27
日
・
25
年
１
月
４

日
・
１
月
31
日
・
２
月
15
日
と
計

４
回
あ
っ
た
「
財
務
省
解
体
デ

モ
」
を
オ
ー
ル
ド
メ
デ
ィ
ア
は
全

く
報
道
し
ま
せ
ん
。「
報
道
の
自

由
」
度
は
世
界
70
位
で
す
。

　

「
マ
ス
コ
ミ
が
芸
能
ネ
タ
な
り

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
事
件
を
連
日
連

夜
、
執
拗
に
報
道
し
て
い
る
時
は

注
意
し
な
さ
い
。
国
民
に
知
ら
れ

た
く
な
い
こ
と
が
必
ず
裏
で
起
き

て
い
る
」
評
論
家
の
竹
村
健
一
氏

の
ア
ド
バ
イ
ス
で
す
。

　

裏
で
一
体
何
が
起
き
て
い
る
の

で
し
ょ
う
？

新
聞
の
広
告

「
報
道
の
自
由
」
と

「
知
ら
れ
た
く
な
い
不
都
合
」

灘
区　
　

岡
本　

好
司

三
田
市
・
歯
科　
　

小
寺　
　

修

ホイホイ漫画69
長田区　ぽん太withＴ.Ｔ.

切　実
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稿稿

会

投

医科保険請求

電子処方箋未導入でも　　　　
　　　　４月以降も算定可能に

　４月以降の医療DX推進体制整備加算（以下、DX加算）等の変更内容が示さ
れました。主な変更点をお知らせします。

　DX加算は電子処方箋の発行体制を有することが施設基準とされていました
が、電子処方箋の発行に関する事項を施設基準から除いた新しい区分が新設さ
れます。経過措置が満了となる３月31日時点で電子処方箋未導入であっても、
マイナ保険証利用率に応じて引き続き加算４～６を算定できます。

①電子処方箋の発行体制がない場合の区分を新設

　2025年４月から９月までのマイナ保険証利用率の割合が示され、現在10％～
30％とされている基準が引き上げられます。また、現行のDX加算１から３を
含め、所定点数が見直されます。４月以降の所定点数及びマイナ保険証利用率
は下表の通りです。

※ 小児科を標榜する医療機関で、次の要件をいずれも満たす場合には、加算３
及び６のマイナ保険証利用率が12％以上に緩和されます。
　・小児科外来診療料を算定している
　・ 2024年１月１日～12月31日の延患者数における６歳未満の小児の割合が３
割以上

②所定点数の変更とマイナ保険証利用率の引き上げ

〈現行〉 〈2025年４月～〉
点数 マイナ利用率 点数 マイナ利用率 電子処方箋

DX加算１ 11点 30％以上 DX加算１ 12点 45％以上
ありDX加算２ 10点 20％以上 → DX加算２ 11点 30％以上

DX加算３ 8点 10％以上 DX加算３ 10点 15％以上 ※
（新設）DX加算４ 10点 45％以上

なし（新設）DX加算５ 9点 30％以上
（新設）DX加算６ 8点 15％以上 ※

　今年９月30日までの経過措置がある「電子カルテ情報共有サービス」へ
の参加の施設基準は、引き続き存続しています。その満了に合わせ、10月
には改めて基準や点数の変更が行われる可能性がありますので、ご注意く
ださい。

③在宅医療DX情報活用加算（以下、在宅DX加算）も同様の変更

〈現行〉 〈2025年４月～〉
点数 点数 電子処方箋

在宅DX加算 10点 →
在宅DX加算１ 11点 あり
在宅DX加算２ 9点 なし

日　時　３月30日（日）14時～16時
会　場　協会５階会議室（オンライン併用）
講　師　京都大学名誉教授　環境衛生学分野　小泉　昭夫先生
参加費　無料

　Zoom視聴はhttps://x.gd/oWHwyもしくは右の
二次元コードからお申し込みください。

環境・公害対策部　学習会

PFAS（有機フッ素化合物）とはなにか？
どう立ち向かうか？
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保険診療の請求事務･再審査請求･指導･監査などのご相談やお問い合わせは ☎078－393－1803（医科）☎078－393－1809（歯科）保険診療の請求事務･再審査請求･指導･監査などのご相談やお問い合わせは ☎078－393－1803（医科）☎078－393－1809（歯科）

第２０９５号 （４）２０２５年(令和７年)３月５日(毎月３回５・15・25日発行)

はじめに
　日本では現在急速に高齢化が進行
している。高齢者の増加により、要
介護者の増加が特に問題視されてい
るが、一方で外来通院のできるADL
の自立した高齢者も多く存在する。
一見健康で外来受診ができる高齢者
も、加齢によりさまざまな疾患を抱
えていることが多く、その中には歯
科治療を行うにあたり注意が必要な
疾患も含まれている。一般歯科診療
所の外来でも、全身疾患を持った患
者さんの診療をされることが多くな
っているのではないだろうか。
　全身疾患をもつ患者に対して歯科
治療を行う際には、実際に治療を行
う歯科医師が全身疾患に対して理解
をし、対策を考えてから治療を開始
すべきである。医科の診療ガイドラ
インは数多く存在する上に年々変更
されており、常に新しい情報を得て
いく必要がある。われわれは歯科専
門職だが、医科とスムーズに連携し
て患者ごとに最適な歯科医療を提供
できるように、全身疾患や薬に関す
る研鑽を続けていかなければならな
い。今回は、問診および薬剤手帳確
認による全身疾患の把握と、医師と
の診療情報連携についてお話しした
い。

全身疾患に関する情報収集
・問診のしかた
　問診では、主訴の他に既往歴や服
薬の状況、歯科治療時の合併症の有
無などについて尋ねるようにしてい
る。当院は高齢化の進んだ地域に位
置しており、高齢者や有病者の受診
比率が高いため、既往歴および薬剤
使用歴を聴取する欄を比較的大きく
取り、記載しやすいようにしてい
る。また、既往歴の記載については
できるだけ簡潔に記載ができるよう
に、記述式ではなく主な全身疾患を
挙げて選択できるようにしている

（図１）。選択式にしていても記載
が難しい場合も多く、その場合はス
タッフが口頭で聴取している。この
既往歴聴取の段階では、全身疾患を
ざっくりと把握することが重要であ
る。詳しい疾患名、正確な治療経過
については患者自身が覚えていない
ことも多く、どこの病院で、いつご
ろから、どんな治療を受けているの
かなど、医科との診療情報連携に必
要な情報を中心に聴取するようにし
ている。
・薬剤手帳の見かた
　既往歴聴取の際に役立つのが薬剤
手帳（お薬手帳）である。現在服用
している薬剤やこれまで使用した薬
剤名、処方医療機関について記載さ
れており、医科との情報連携に非常
に役立つ。多剤併用していることが
多い高齢者では、自分の服薬内容を
把握できていない場合が多々あり、
実際に薬剤手帳を確認することが非
常に重要である。歯科だから薬剤手
帳は不要と判断されて持参されない
場合も多く、当院では初診の予約取
得時に持参をお願いするようにして
いる。
　薬剤手帳を見ることで、現在服用
されている薬の内容が把握できるだ
けでなく、どのような疾患で医科を
受診されているのかを推察すること
もできる。当院で実施している歯科
治療はほとんどが観血的歯科治療で
あり、出血のリスクがある抗血栓薬
や創傷治癒に影響するステロイドな
どを中心に薬剤手帳のチェックを行
っている（図２）。
　薬剤手帳には薬局で処方される内
服薬のみが記載されていることが多
く、院内で投与される注射薬につい
ては記載されていないことがある。
病院で定期的に投与を受ける可能性
がある注射薬の具体例としては抗が
ん剤や骨吸収抑制薬のビスフォスフ
ォネート製剤や抗RANKL抗体など
が挙げられる。

公立八女総合病院　歯科口腔外科部長 松村　香織先生講演

病気をもった高齢者が歯科に来たらどうしますか？
－既往歴・服用薬剤の確認／医科との診療情報連携について－

て網羅しておく必要がある。
　筆者は現在、総合病院内の歯科口
腔外科に勤務しており、医局ではさ
まざまな診療科の医師と日常的に接
している。その中で、医師から“歯
科診療所からの診療情報提供依頼に
どう対応したら良いかわからない”
と相談されることが多々ある。医師
を困らせている原因を挙げると、歯
科特有の疾患名や歯式がわからない
／処置名を書かれても何をするの
か、どの程度の侵襲なのかが不明／
治療方針について聞かれるが、歯科
としての治療方針が一般的にどうな
っているのか？／など、いずれも歯
科側からの情報提供不足に起因して
いることが多い印象である。まず、
治療の方針や予定は歯科側で立案
し、全身状態に応じた対応策を考え
て提示した上で、歯科治療に際して

連携共有料（情共）が新
設された。情共は、検査
結果や診療情報を確認す
る必要がある患者におい
て、その患者の同意を得
て別の保険医療機関（医
科）や保険薬局に診療情
報や服用薬情報の提供を
求めた場合に算定でき
る。診療情報提供依頼書
については特に規定の書
式はないが、歯科治療に
際して必要な内容につい

留意すべき点などをお伺いするよう
な形式としたい。また、歯科特有の
薬剤商品名や歯式表記は避け、処置
の内容も歯科専門職以外に説明する
ようにかみくだいて記載すべきであ
る。

まとめ
　有病高齢者の歯科治療の際には、
全身疾患や薬に対する情報収集を
し、対応策を考えておくことで歯科
治療中および治療後のトラブルを最
小限にすることができる。私たち歯
科専門職は、安心安全な歯科治療を
提供できるように全身疾患に関する
知識をアップデートし、全身疾患を
もった患者さんについては医科と連
携しながら適切な歯科医療が提供で
きるようにしなければならない。
（１月12日、歯科定例研究会より）

☎ 078-393-1805お問合わせは共済部まで協会の共済制度でドクターもスタッフも安心

もっと便利な積立制度

☎ 078お問合わせは共済部まで安心

選
ん
で

  

よ
か
っ
た
！

あっちこっちで
保険に入ったから
整理がつかない

協会の共済は
ご加入内容をまとめて管理。
ワンストップサービスを

提供します。※サイバー保険もお問い合わせください！ ※休業保障制度は4月1日受付開始

ドクターに最適を提供します

非営利だから
コスパが秀逸

しっかり増やす貯蓄型保険

天災や水漏れ等による休業損害も安心

協 会の 共済制度
介護保険Sasa*L (ササエル)

協会の新しい共済

〈４月１日受付開始〉

図１　当院の問診票（一部抜粋）

図２　観血的歯科治療に際し注意が必要な薬剤の例

問診票で既往歴を記入してもらうならできるだけ選択式に！
できるだけシンプルに聞くようにします
［3］通院中・治療中の病気はありますか？
　　 現在治療中の病気は□に○印を、過去に治療した病気は病名に×印をお願いします。
　　 □ ない
　　  □ 高血圧　□ 糖尿病　□ 脳卒中　□ ぜんそく　□ 肝臓病（肝炎、肝硬変）　□ 腎臓

病　□ 認知症　□ てんかん　□ 甲状腺の病気
　　 □ がん（具体的に：　　　　　　　　　　　　　）
　　 □ 心臓病（□ 狭心症 □ 心筋梗塞 □ 不整脈 □ 弁膜症 □ 心不全 □ 先天性疾患）
　　 □ HIV　□ 梅毒　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

［4］現在服用中の薬剤はありますか？
　　 □ ない　□ ある（お薬手帳をご提示ください）
　　 ①服用中の薬剤がある方は、お薬の名前（不明な場合は何のお薬か）を教えてください。

　　 ②ペースメーカを使用されていますか？　□ はい　□ いいえ

・医科との診療情
報連携のしかた
　有病高齢者の歯
科治療時に欠かせ
ないのが、医科主
治医との診療情報
のやりとりであ
る。近年、医科と
の連携については
国から強く求めら
れてきており、
2018年の診療報酬
改定では診療情報

出血に注意 抗血栓薬（抗凝固薬/抗血小板薬）

術中の循環動態に注意 降圧薬、利尿薬
冠血管拡張薬（硝酸薬など）

低血糖発作に注意 血糖降下薬
（特にSU薬やインスリン製剤）

術後感染に注意 血糖降下薬　抗がん剤
免疫抑制剤　ステロイド

顎骨壊死に注意 骨吸収抑制薬

重複処方に注意過量投与
定期処方の鎮痛薬
抗菌薬　など
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震災で
アスベスト
吸い込んでいませんか？
―肺がん検診を受けましょう―

阪神・淡路大震災 1995.1.17 あの日から30年……
たくさんの壊れた建物、廃棄物・野焼き―
舞っていた土ぼこり―

　阪神・淡路大震災当時、建物が多数倒壊し解体されました。粉じんに混じって多量のアスベスト（石綿）
が飛散していたことが明らかになっています。当時の建物には特に発がん性の強いアスベストも高濃度に使
用されていました。

アスベストを吸い込むと、肺がんや中皮腫などの病気
になる可能性があります。病気を発症するまでに20～50
年以上かかるとされており、震災による被害者数は解体
作業などアスベストを扱う作業をした人以外も含め徐々
に増えています。これからがピークとなる可能性が高く
なっています。
　解体作業をされていた方だけでなく、住民の方、通勤
していた方、ボランティアの方や自衛隊員、警察官、消
防隊員など被災地におられた皆さんは、積極的に肺がん
検診を受けてください。

●肺がん検診は40歳以上の方は年１回、低い自己負担（神戸市1000円、
　姫路市600円等、年齢や条件によって無料となる場合もあります）で
　受けられます。

●検診を受けられる場所や負担額は自治体によって違うので、受けてみ
　よう、と思われた方は、当院の医師・スタッフまでお声がけください。

　耐火、耐熱、防音等に優れた天然の鉱物であり、昔は安価で加工しやすいことから、多くが建築材料に
使用されてきました。これを吸い込むことにより肺がんや中皮腫等の健康被害を引き起こします。日本で
は現在製造・使用等が禁止されていますが、過去に使用されたものの多くは建築物等に残っています。

石綿（アスベスト）とは

写真提供：中地重晴・熊本学園大学教授

HP：http://www.hhk.jp
078－393－1807☎


